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次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

　当社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、全社員がその能力を十分に発揮できる雇用環境の
整備を行うことによって、社員のモチベーションを高め、かつ次世代育児支援について地域に貢献でき
る企業となるため、次のように行動計画を策定する。

　　１,計画期間　　平成22年１月１日から平成24年12月31日までの３年間

　　２.内容
　　　目標１：出産・育児・介護に関する制度の周知及び活用を強化する。
　　　＜対策＞
　　　　・平成22年１月
　　　　　社内グループウェア上に制度案内を掲載し、全社員に開示の上、周知徹底を図る。
　　　　・平成22年１月
　　　　　人事総務部内に男女各１名の担当窓口を設置し、相談や質問の受付と回答を行う。
　　　　・平成23年、平成24年　上記の継続実施。

　　　目標２：所定外労働時間削減のための措置を強化する。
　　　＜対策＞
　　　　・平成22年１月以降
　　　　　人事総務部にて勤怠管理票でのチェックを徹底し、改善出来ていない部署に対し、
　　　　　問題点や今後の改善策を毎月提出させる。
　　　　　ノー残業デーを月２回設置し19:00までに全員退社を徹底する。

　　　目標３：ワークライフバランスの理解促進と環境整備
　　　＜対策＞
　　　　・平成22年１月以降
　　　　　ワークライフバランスの定義を社内グループウェア上に掲載し、リフレッシュ休暇取得　
　　　　　率を100%に近づける。また、半日有給の取得を推進し有給取得率を段階的に引き上　
　　　　　げる。
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